
県では、多文化共生社会の実現に向け、外国人の受入れ環境づくりに関し、持続性のある新

たな取組を行う団体に補助金を交付します。

申請者が新たに取り組む事業（既存事業の拡充含む）であり、以下の（１）～（４）に該当す

る事業。また、令和８年度の事業終了後も事業を持続する計画があるもの。

上限25万円 （補助率10/10 以内）

電 話：025-280-5962 

メール：ngt000130@pref.niigata.lg.jp

新潟県多文化共生社会推進事業費補助金

◆お問い合わせ

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

新潟県知事政策局   国際課 交流推進第２グループ

令和8年度 募集案内

令和8年4月1日（水）〜 令和8年5月15日（金）募 集 期 間

補 助 金 額

＜ 補 助 対 象 者 ＞
県内に事務所又は活動拠点を有する 地域国際交流団体、商工団体、特定非営利活動法

人等の非営利団体 

<補助対象事業>

■応募の詳細については新潟県ホームページからご確認ください。

※募集期間終了後、県で審査をした上で速やかに交付決定者に交付決定を通知します。

項目 主な取組例

(１)日本語教育の充実
(就労者への教育のみに限定してい

   ないもの)

・地域における日本語教室の設置・運営
・日本語教育人材の育成事業 など

(２)外国人に対する情報
発信・外国人向けの相談
体制の充実

・日本での生活、ルール、制度等の情報の多言語化
（やさしい日本語化も含む）

・外国人を対象とした生活オリエンテーション
・日本人向けの「やさしい日本語」の普及啓発事業
・外国人向けの相談会の開催 など

(３)日本人と外国人の相
互理解・交流の促進

・日本人と外国人の相互理解、交流促進を目的とした
  イベント など

(４)その他、多文化共生
社会の実現に資する取組

・外国人住民が参加する防災訓練や研修の実施 など

■事業実施期間：交付決定日から令和9年2月26日（金）まで

対象となるか

迷う場合は

お気軽に

ご相談ください

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kokusai/tabunkahojo.html
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